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令和６年度財政援助団体等に対する監査（令和７年３月２５日報告）の結果

に基づき措置を講じた旨の通知等があったので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき公表します。 
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財政援助団体等に対する監査の結果に基づく措置状況 

監査結果に基づく

措 置 の 通 知 者 
江田島市長 土手 三生 

通知を受けた日 令和７年１１月２０日（令和７年１１月１７日付け） 

監 査 結 果 に 

関 す る 報 告 

財政援助団体等に対する監査の結果について（報告） 

（令和７年３月２５日付け江監第４号） 

監 査 対 象 団 体 江田島バス株式会社 

所  管  課 企画部企画振興課 

監査の結果（指摘事項） 措置の内容 

１ 生活交通路線維持費補助金 

（所管課） 

補助対象路線ごとに経常収益と経常

費用の差額（赤字路線分）から広域生

活交通路線確保維持費補助金交付額

（市・県）を減じた額を補助すべきと

ころ、令和４年度及び令和５年度とも

に経常費用と経常収益の差額に特別利

益を含めて補助していた。（補助の額

は減る） 

補助対象経費が、市の要綱と合致し

ていないため、適正化を求める。 

（内容） 

市バス運行対策費補助金交付要綱（以下「市要綱」

といいます。）では、対象路線のいわゆる赤字部分

を補填するため、乗合バス事業者に生活交通路線維

持費補助金を交付することとしています。 

この補助金の交付対象額については、「経常費用

と経常収益との差額から、広域生活交通路線確保維

持費補助金として県及び市から交付された補助金

交付額を減じた額」と規定しています。 

一方、令和４年度及び令和５年度には、コロナ禍

における公共交通の維持・確保を目的に、国の新型

コロナウイルス感染症対応交付金を活用した新た

な市補助金を創設しました。これに伴い、生活交通

路線維持費補助金の補助額を抑制するため、江田島

バスと市の両者が同意した上で、新たな市補助金

（江田島バスにとっては特別利益）相当額を交付対

象から除くこととしました。 

本来であれば、今回の監査で御指摘いただいたと

おり、市要綱を改正した上で運用すべきところでし

たが、今後、要綱に沿った適正な運用となるよう、

令和７年１０月２１日付けで市要綱を改正しまし

た。(※１) 

２ 広域生活交通路線確保維持費補助金 

（所管課） 

令和４年度の広域生活交通路線確保維

持費補助金については、交付申請書及び

実績報告書ともに期限超過後に提出され

ている。 

特例的な対応であったとしても、その

都度要綱を改正するよう求める。            

以上                  

（内容） 

広域生活交通路線確保維持費補助金の交付申請期限

を適時適切に設定するため、市要綱に定める提出期限

を広島県バス運行対策費等補助金交付要綱と同様に

「市長が別に定めた日まで」に改め、令和７年１０月

２１日付けで施行しました。 

今後は乗合バス事業者に提出期限を通知し、適切に

対応していきます。 

以上 

※１ 生活交通路線維持費補助金の補足事項  

令和７年１０月２１日に江田島市バス運行対策費補助金交付要綱を改正している。 

改正の内容は、生活交通路線維持費補助金の補助対象経費の額について、「補助対

象期間における生活交通路線の経常費用と経常収益との差額から、国・県・市等から

交付された補助金等の交付額を減じた額とする。」とした改正で、令和７年度分の補

助金から適用するとしている。 


